
 

北九州市立白銀保育所の運営主体の決定について 

 

令和５年５月に公募を行った北九州市立白銀保育所の民営化に伴う運営主体について、

北九州市立白銀保育所運営主体検討会の評価・検討結果をもとに、市は以下のとおり決定

しました。 

 

１ 施設の概要 

名  称：北九州市立白銀保育所 

所 在 地：北九州市小倉北区白銀二丁目２番２５号 

定  員：９０名（建て替えにあわせて１００名へ変更） 

 

２ 設置運営主体について 

法 人 名：社会福祉法人 真祐会 

 

３ 施設の譲渡について  

（１）譲渡年月日  

令和６年４月１日（予定）  

（２）施設の移譲  

運営の移行にあたり、保育所の施設を移譲する。  

※なお、施設の移譲は「北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例」の改

正（公立保育所の廃止）のうえ実施する。  

 

４ 選定の経過 

（１） 応募資格 
ア 本社、支店又は主たる営業所、事業所等を、事故など緊急な対処を要する事態が

発生した場合に迅速に対応できる場所に有する法人で、児童福祉法第３５条第５項

第４号（欠格条項）のいずれにも該当しないこと。 

イ 社会福祉法人及び学校法人以外の法人は、児童福祉法第３４条の１５第３項第１

号から第３号までに規定する下記の要件を満たすこと。 

① 経営又は事業を行うために必要な経済的基礎があること。 

② 経営者又は事業を行う者が社会的信望を有すること。 

③ 実務を担当する幹部職員が、社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 



 

ウ 現地説明会に出席すること。 

エ 法人の役員等が北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第２２

条に規定する暴力団員等に該当しないこと。 

オ 上記のほか、本市が令和５年度白銀保育所運営事業者募集要項に定めた欠格事項

に該当しないこと。 

 

（２） 必須条件 

◆ 運営主体に関するもの 

項 目 確認事項 

社会福祉法人の設立 

（新規） 

① 役員の構成 

  役員（理事、監事）が資格要件を満たしているととも

に、その就任が確実であること。 

② 法人の設立 

  法人設立にあたり、社会福祉法や関係法令等に示され

ている要件を満たすことが確実であること。 

社会福祉法人の運営 

（既存） 

① 適切な運営実績 

  法人監査及び施設監査の指摘事項がない。または指摘

事項が軽微な内容であり、遅滞なく改善されていること。 

その他の法人等 

① 保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。 

② 当該保育所の経営担当役員が社会的信望を有すること。 

③ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識 

又は経験を有すること。 

 

◆ 資金計画について 

項 目 確認事項 

運転資金の確保 
当面の運転資金（保育所運営費の年額の１／１２以上）を

確保していること。 

施設整備資金の確保 施設の建替えに必要な自己資金を確保していること。 

 



 

 

５ 応募状況 

 

 

 

 

６ 選定について 

（１）選定方法 

児童福祉分野に関する学識経験者（３名）、保育経験者（１名）及び保育所関係者（２

名）からなる北九州市立白銀保育所運営主体検討会の評価・検討結果をもとに、北九州

市が運営主体を選定。 

 

【北九州市立白銀保育所運営主体検討会 構成員】○…座長 

区 分 役 職 名 等  氏 名 

学 識 

経験者 

東九州短期大学幼児教育学科 教授 〇 尾家 京子 

東筑紫短期大学保育学科 非常勤講師 岩橋 敏子 

西南女学院大学保健福祉学部福祉学科 准教授 上村 眞生 

保 育 

経験者 
元 北九州市立城野保育所 所長 大塚 友江 

保育所 

関係者 

北九州市立白銀保育所保護者会 会長 城戸 沙織 

北九州市立白銀保育所保護者会 副会長 久米 賢太郎 

（事務局 北九州市子ども家庭局保育課）                

 

 

 

 法人数 

募集要項配布 ６ 

応募件数 ３ 



 

【評価基準】                          （ ）は内訳 

評  価  項  目 配点 

１ 「サービスの質」についての評価（ａ） ５１０ 

 １－（１）基本的な考え方 

【評価のポイント】 

・法人の経営理念、保育に関する理念 

（６０） 

１－（２）保育業務に関する知識及び経験 

【評価のポイント】 

・業務に関する知識、業務に関する経験および実績 

（８４） 

１－（３）保育所の運営について 

【評価のポイント】 

・業務に対する姿勢（基本的な考え方）  
・施設長、保育士の確保 

  ・業務に関する職員の研修計画 
・的確な施設の運営（一日の過ごし方、子どもの健康管理など） 
・サービス提供に関する組織としての取り組み 

（保育の質の向上、地域交流及び情報発信 など） 
・保護者との相互理解の促進（保護者への支援、苦情等への対応） 

・第三者評価事業の実施 

（３００） 

 １－（４）円滑な運営の移行 

【評価のポイント】 

・引継計画について、白銀保育所からの円滑な移行  
・引継担当保育士について 

（６６） 

２ 経費についての評価（ｂ） ９０ 

 ２－（１）保育所の運営費について 

【評価のポイント】 

・ 運転資金の確保、運営費、給与水準について 
（５４） 

２－（２）施設整備費について（コスト面の評価） 

【評価のポイント】 

・ 施設整備費、必要な資金の確保 
（３６） 

合  計（ａ＋ｂ） ６００ 

 

 



 

 

◇ 北九州市立白銀保育所運営主体検討会について 

   【日 時】令和５年８月１８日（金）１４：３０～１７：１０ 

【場 所】北九州市役所 １５Ｃ会議室（１５階） 

【出席者】全委員（６名） 

 

 

（２）北九州市立白銀保育所運営主体検討会の評価及び検討結果 

別紙１のとおり 

 
（３）検討会の概要 

ア 検討会において、応募者に対して３０分間のヒアリング（質疑応答）を行った。 
イ 応募者の提出書類及びヒアリングに基づき、各委員が個別に評価（採点）を行っ

たうえ、全員の評価結果を合計し、これを検討会の評価結果とした。 
  ＜選考対象＞ 

検討会での評価において、「サービスの質についての評価（５１０点）」と「経

費についての評価（９０点）」の２項目の合計点数（６００点）において６０％

以上獲得し、かつ、２項目それぞれにおいて５０％以上の点数を獲得した応募者 

ウ 検討会での主な意見は下記のとおり。 
   〇 現在の白銀保育所の保育方針を引き継ぎ、入所している子どもたちや保護者に 

寄り添った引き継ぎを行うこと。 
〇 保育士の確保に努め、保育サービスの質の向上させることで、職員の育成や組 

織の活性化につなげること。 
〇 地域に根ざした保育所として、活動を行っていくこと。 

 

７ 選定の理由 

別紙２のとおり 





 別紙２  

 

北九州市立白銀保育所の運営主体の決定について 

 

事業者名 社会福祉法人 真祐会 （しんゆうかい） 

所在地 北九州市八幡西区鷹の巣一丁目３番２１号 

主な 

提案内容・ 

選定理由 

 

・選定された法人は、北九州市内で認可保育所(２か所)を運営しており、

事業を円滑に運営している実績がある。なお、認可保育所の中には、直

営保育所から民営化した園もあり、その後の保育所運営についても実績

を有している。 
 

・保育所運営に関する理念が明確に示されている。また、運営体制にお

いて、知識・経験のある保育士を具体的に、多数確保する計画となって

おり、保育人材の確保の点で優れている。 

 

・子どもの保育所での一日の過ごし方や健康管理など、保育所の運営に

おいて業務に関する知識が深く、具体的にわかりやすくまとめられてい

る。 

 

・地域における保育所の役割を十分認識しており、地域交流、子育て支

援の取り組みが具体的に計画されている。 

 

・全職員からの聞き取りにより、保護者の意向を把握し、結果の分析や

検討を行い、保育の質の向上に積極的に取り組む計画となっている。 

 

・組織として保護者の子育てを支援する姿勢が明確であり、日常的な情

報交換や個別面接などの保護者との相互理解を深めるための取り組み

も具体的に計画されている。 

 

・運営資金を十分に確保しており、安定した保育所の運営が見込まれ

る。また、職員の就業規則や給与規定等も整備されており、給与水準も

適正である。 

 

 


